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野洲市に建設工事入札参加資格を申請する方へ 

 

１.入札参加資格要件について 

 (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）（以下、「法」という。）第３条第１項の規定に

よる建設業の許可を受けていること。 

 (2) 法第27条の23第１項の規定による審査を受けていること。 

 (3) 経営状態が健全であり、税等を滞納していない者であること。 

 (4) 以下に定める届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。）で

ないこと。 

(ｱ) 健康保険法（大正 11年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務 

(ｲ) 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115 号）第 37条の規定による届出の義務 

(ｳ) 雇用保険法（昭和 49年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務 

 

２.欠格要件 

(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

(2) 野洲市暴力団排除条例（平成23年野洲市条例第22号）第６条より、次のいずれかの

要件に該当する者 

(ｱ) 役員等（競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人で

ある場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県との取引

上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者 

(ｲ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与し

ていると認められる者 

(ｳ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損

害を加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる

者 

(ｴ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与す

るなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与してい

ると認められる者 

(ｵ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 

と認められる者 
(3) 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てが

ある者、民事再生法（平成11年法律第 225号）第21条の規定による再生手続開始の申

立てがある者など経営状況が著しく不健全であると認められる者 
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３.入札参加希望工事種別 

 (1) 登録を希望する工事種別は、２業種以内（市内本店業者に限り３業種以内。）。 

 (2) 参加希望工種種別は一部独自区分となっています（別表第１のとおり）。 

（独自区分：水道施設工事（対応許可：水道施設工事）） 

 (3) 参加希望工事ごとに、参加希望工事の対応許可業種に対応する資格を有している者

を１人以上配置する必要があります。（重複可） 

 

４.資格審査結果の通知及び資格の有効期間 

 (1) 資格審査結果の通知 

   郵送による資格審査結果の通知は行いませんのでご了承ください。なお、野洲市の

ホームページにて３月下旬に野洲市建設工事等入札参加有資格者名簿（建設工事）を

公表しますのでそちらをご確認ください。公表内容については以下の情報を公開しま

すので、予めご了承ください。 

  (ｱ) 商号又は名称 

  (ｲ) 肩書及び代表者名 

  (ｳ) 所在地 

  (ｴ) 工種及び格付区分 

 (2) 資格の有効期間 

   資格の有効期間は、県内業者 １年間 

（令和７年４月１日から令和８年３月31日まで） 

            県外業者 ２年間 

（令和７年４月１日から令和９年３月31日まで） 

５.年度途中での随時受付 

  年度途中での随時受付は行っておりませんので、令和７年度入札参加資格の申請は、 

令和６年４月１日から令和６年12月20日までに手続きくださいますようお願います。 

 

６.その他 

 野洲市では、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、水道施設工事、電気工事及び管

工事の６工種について市内本店業者に限り格付を行います。 

 格付の有効期間は、毎年６月１日から翌年５月31日までの１年間です。 

 格付基準は「野洲市建設工事入札参加者の格付及び選定基準」による。 

 

７.問い合わせ先 

滋賀県野洲市総務部総務課契約管財担当 

 〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地１ 

 ℡ ：077-587-6038 Fax ：077-587-4033 

別表第１ 参加希望工事種別と建設業の許可建設工事との種類別と対応関係 
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参加希望工事 許可建設工事の種類 建 設 工 事 の 例 示  

土木一式工事 

（土） 

 土木一式工事 

土木一式工事、下水道管渠築造工事、大規模な土木工作

物の解体 

（と） 

 とび・土工・ 

コンクリート工事 

コンクリートブロック据付け工事、くい工事、くい打ち

工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事、土工事、掘削

工事、根切り工事、盛土工事、コンクリート工事、コン

クリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストコ

ンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボ

ーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、捨

石工事、外構工事、はつり工事、土木系モルタル防水工

事 

（石） 

 石工事 

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）

工事 

（タ） 

タイル・れんが・ブロック

工事 

コンクリートブロック積み（張り）工事、れんが積み（張

り）工事 

（鋼） 

 鋼構造物工事 
閘門・水門等の門扉設置工事 

（しゅ） 

 しゅんせつ工事 
しゅんせつ工事 

水道施設工事 
（水） 

 水道施設工事 
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事 

建築一式工事 

（建） 

 建築一式工事 
建築一式工事、大規模な建築物の解体 

（大） 

 大工工事 
大工工事、型枠工事、造作工事 

舗装工事 
（ほ） 

 舗装工事 

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロッ

ク舗装工事、路盤築造工事 

電気設備工事 

（電） 

 電気工事 

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工

事、構内電気設備工事、照明設備工事、信号設備工事 

（通） 

電気通信工事 

電気通信路線設備工事、電気通信機械設置工事、放送機

械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情

報制御設備工事、ＴＶ電波障害防除設備工事 
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消防施設工事 
（消） 

 消防施設工事 

屋内外消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、消仮

設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、

漏電火災警報機器設置工事、非常警報設備設置工事、排

煙設備設置工事 

給排水冷暖房工事 

（管） 

 管工事 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、

給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、

浄化槽工事、ガス配管工事、ダクト工事、管内更生工事 

（絶） 

 熱絶縁工事 

冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備又は燃料工業・化

学工業等の設備の熱絶縁工事 

機械設備工事 
（機） 

 機械器具設置工事 

プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置

工事、揚排水機器設置工事、遊戯施設設置工事、舞台装

置設置工事、立体駐車設備 

塗装工事 
（塗） 

 塗装工事 

塗装工事（交通安全施設に伴うものは除く）、溶射工事、

ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事 

造園工事 

（園） 

 造園工事 

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園

設備工事、広場工事、園路工事、水景工事 

（石） 

 石工事 

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）

工事（造園工事に伴うもの） 

（タ） 

タイル・れんが・ブロック

工事 

コンクリートブロック積み（張り）工事、れんが積み（張

り）工事（造園工事に伴うもの） 

さく井工事 
（井） 

 さく井工事 

さく井工事、観測井工事、還元井工事、井戸築造工事、

揚水設備工事、さく孔工事 

鉄骨工事 

（鋼） 

 鋼構造物工事 

鉄骨工事、鉄塔工事、貯蔵用タンク設置工事、屋外広告

工事 

（筋） 

 鉄筋工事 
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 

橋梁上部工事 

（土） 

 土木一式工事 
橋梁上部工事（陸橋・歩道橋含む）Ｐ・Ｃ 

（鋼） 

 鋼構造物工事 
橋梁上部工事（陸橋・歩道橋含む） 
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法面処理工事 

 

（防） 

 防水工事 

 

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング

工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 

（と） 

 とび・土工・コンクリート

工事 

モルタル種子吹付け工事、種子吹付け工事 

建築附帯工事 

（左） 

 左官工事 

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工

事、とぎ出し工事、洗い出し工事 

（と） 

 とび・土工・コンクリート

工事 

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運

搬配置工事、鉄骨組立て工事 

（解） 

 解体工事 
工作物解体工事 

（屋） 

 屋根工事 
屋根ふき工事、文化財屋根ふき工事 

（タ） 

タイル・れんが・ブロック

工事 

タイル張り工事、築炉工事 

（板） 

 板金工事 
板金加工取付け工事、建築板金工事 

（ガ） 

 ガラス工事 
ガラス加工取付け工事 

（防） 

 防水工事 
防水工事（建築物に伴うもの） 

（内） 

 内装仕上工事 

インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間

仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、家具工事、防

音工事 

（具） 

 建具工事 

建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け

工事、自動ドア取付け工事、ふすま工事 

（建） 

 建築一式工事 
文化財建築修理工事 

（大） 

 大工工事 
文化財修理大工工事 
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交通安全施設工事 

 

（と） 

 とび・土工・コンクリート

工事 

道路付属物設置工事（カーブミラー・ガードレール・道

路標識）、 

（塗） 

 塗装工事 

 

塗装工事、路面標示工事（交通安全施設に伴うもの） 

（電） 

 電気工事 

道路照明設備工事、交通信号設備工事（交通安全施設に

伴うもの） 

（通） 

 電気通信工事 

電気通信路線設備工事、電気通信機械設備工事、放送機

械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情

報制御設備工事（交通安全施設に伴うもの） 

（機） 

 機械器具設置工事 
交通安全施設に伴うもの 

清掃施設工事 
（清） 

 清掃施設工事 
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 

 

 


